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① 公立病院の現状
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全国の病院に占める公立病院の役割

病院数 病床数

857 205,259

(10.4%) (13.5%)

322 126,006

(3.9%) (8.3%)

344 105,403

(4.2%) (6.9%)

6,750 1,085,709

(81.5%) (71.3%)

全　　　体

国　　　立

公　　　立

公　　　的

そ　の　他

8,273 1,522,377

（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○自治体病院の役割

※表は医療施設動態調査（令和２年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方
独立行政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生
会、厚生連等が開設・運営する病院

➢ 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約１０％、病床数で約１４％。

➢ 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊

部門に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

公立
61.5%
(198)

国立
5.9%
(19)

公的
16.5%

(53)

その他
16.1%
(52)

へき地医療拠点病院

322病院

H31.1.1時点

公立
36.3%
(106)

国立
16.8%
(49)

公的
20.9%

(61)

その他
26.0%
(76)

救命救急センター

292病院

R01.12.1時点

公立
38.5%
(262)

国立
13.1%
(89)

公的
19.4%
(132)

その他
29.0%
(198)

災害拠点病院

681病院

H31.4.1時点

公立
38.7%
(116)

国立
17.7%
(53)

公的
23.3%

(70)

その他
20.3%
(61)

300病院

地域周産期母子医療センター

H31.4.1時点

公立
52.7%
(29)

国立
23.6%
(13)

公的
18.2%

(10)

その他

5.5%
(3)

55病院

第一種感染症指定医療機関

H31.4.1時点

公立
38.1%
(129)

国立
18.6%
(63)

公的
20.9%

(71)

その他
22.4%
(76)

地域がん診療連携拠点病院

339病院

R01.7.1時点
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公立病院数と病床数の推移（地方独立行政法人を含む）

※出典：地方公営企業決算状況調査
※病院数は、建設中のものを除いている。

病床数 病院数

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

病院数 943 931 917 908 897 892 881 886 873 867 865 857 853

増減率 △1.9 △1.3 △1.5 △1.0 △1.2 △0.6 △1.2 0.6 △1.5 △0.7 △0.2 △0.9 △0.5

病床数計 228,280 224,615 221,866 219,474 217,392 216,374 213,556 212,606 210,023 209,298 207,228 205,259 203,882

増減率 △1.1 △1.6 △1.2 △1.1 △0.9 △0.5 △1.3 △0.4 △1.2 △0.3 △1.0 △1.0 △0.7
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公立病院（地方独立行政法人を含む）の立地

所在市区町村

の人口

病 院 数
※地独法を含む

合計 ８５７

23区及び指定都市

30万人以上

10万人～30万人

５万人～10万人

３万人～５万人

３万人未満

７５

６４

１５８

１７８

１２３

２５９

○ 公立病院の約６５％は１０万人未満
市町村に、約３０％は３万人未満
市町村に所在

全公立病院の
６５．３％

全公立病院の
３０．２％

※ 表の病院数は、令和元年度における地方公営企業の病院及び公営企業型
地方独立行政法人病院（建設中の病院を除く。）

【所在市区町村人口区分別の公立病院数】

○ へき地等を多く抱える都道府県ほど、

全病床数に占める公立病院の病床数
の割合が高い傾向にある

【公立病院の病床数の割合が高い都道府県】

（出典：令和元年度医療施設調査（厚労省） ）

（参考） 東京都 ８．１％
大阪府 １１．１％

都道府県名 割合（％）
公立病院の病床数

／全病床数

山形県 ４５．１ ５，０８９／１１，２８３

岩手県 ４４．４ ５，３４７／１２，０５４

青森県 ３７．３ ５，１７６／１３，８７３

山梨県 ３１．４ ２，７４５／８，７５０

島根県 ３１．２ ２，６２０／８，３８５

富山県 ３０．９ ４，１１０／１３，３２０

滋賀県 ３０．８ ３，８２２／１２，４０４

岐阜県 ２９．７ ４，９８８／１６，８０９

和歌山県 ２９．５ ３，４２８／１１，６１０

静岡県 ２９．５ ９，３４１／３１，６９２



② これまでの公立病院改革の流れ
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○ ほぼ全ての公立病院において公立病院改革プランを策定
○ 都道府県関係では37団体、市町村等関係では339団体、合計376団体（92.4％）が点検・評価を実施済み又は実施を予定

※公立病院改革プランの対象期間が平成25年度以降にわたるものについてのみ計上

公立病院改革の目的・必要性

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を確保

○ その中で、公立病院が安定的に不採算医療や高度・先進医療などの重要な役割を担っていくことができるようにする

公立病院改革プランの策定

○ 地方公共団体は、平成20年度内に公立病院改革プランを策定
（経営効率化は３年、再編・ネットワーク化、経営形態見直しは５年程度を標準）

○ 当該病院の果たすべき役割及び一般会計負担の考え方を明記
○ 改革の視点

➣病院の統合や基幹病院と日常的な
医療を行う病院とに再編する等の
取組み

➣経営指標の数値目標を自治体
が独自に設定し、経費削減や収
入確保へ努力

経営の効率化 経営形態の見直し

３つの視点に立って、公立病院改革を推進

➣民間的経営手法等を導入

再編・ネットワーク化

※ 黒字病院の割合
H20:29.7% ⇗ H25:46.4%

※ H21～H25見直し実施 227病院
うち地方独立行政法人化 53病院

指定管理者制度の導入 16病院 等

※ 統合・再編に取り組んでいる公立病院
65ケース、162病院

公立病院改革プランの点検・評価・公表の状況

公立病院改革ガイドライン（平成19年12月通知）の概要
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① 地方公共団体に対する新公立病院改革プラン策定の要請

ⅰ） 策 定 時 期 平成27年度又は平成28年度（地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、できる限り早期に策定）

ⅱ） プランの期間 策定年度～令和2年度を標準

ⅲ） プランの内容 以下の４項目を内容とする

・ 将来の機能別の医療需要・必要病床数が示される地域
医療構想と整合性のとれた形での当該公立病院の具体的
な将来像を明確化

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を
明確化 等

・ 病院間で機能の重複・競合が見られる病院、病床利用率
が低水準の病院等、再編・ネットワーク化を引き続き推進

（公的・民間病院との再編等を含む） 等

② 都道府県の役割の強化

・ 都道府県は、医療介護総合確保推進法に基づき、地域医療提供体制の確保について、これまで以上の責任を
有することから、地域医療構想の実現に向けた取組とも連携しつつ、再編・ネットワーク化等に積極的に参画

・ 管内の公立病院施設の新設・建替等に当たっての都道府県のチェック機能を強化

※ プラン策定後、医療介護総合確保推進法に基づく協議の場の合意事項と齟齬が生じた場合は、速やかにプランを修正

主な項目

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

・ 公立病院が担う役割を確保しつつ、黒字化を目指して、
経常収支比率等の数値目標を設定し、経営を効率化

・ 医師等の人材確保・育成、経営人材の登用等に留意しつつ、
経費削減・収入増加等の具体的な取組を明記 等

再編・ネットワーク化

・ 民間的経営手法導入等の観点から、地方独立行政法人化、
指定管理者制度導入、地方公営企業法の全部適用、民間譲渡等
経営形態の見直しを引き続き推進 等

経営形態の見直し

新 経営の効率化

公立病院改革の目指すもの

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を確保

○ その中で、公立病院が安定的に不採算医療や高度・先進医療などの重要な役割を担っていくことができるようにする

現行の「新公立病院改革ガイドライン」概要（平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知）
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③ 公立病院の経営状況と公立病院をとりまく課題
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公立病院損益収支の状況

（注１） （ ）内は事業数である。
（注２） 総事業数及び総病院数には、建設中のものを含んでいない。
（注３） 公営企業型地方独立行政法人病院を含む。 10

決算状況調査



公立病院経常収支の状況（黒字・赤字病院の割合）（地方独立行政法人を含む）
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決算状況調査

【赤字・黒字病院数の推移】（建設中を除く）
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R02-R01増減率

黒字病院 485 452 414 395 369 334 344 358 319 488
赤字病院 423 445 478 486 517 539 523 507 538 365
計 908 897 892 881 886 873 867 865 857 853

53.0%
▲32.2%
▲0.5%

46.6%

49.6%

53.6%

55.2%

58.4%

61.7%

60.3%

58.6%

62.8%

42.8%

53.4%

50.4%

46.4%

44.8%

41.6%

38.3%

39.7%

41.4%

37.2%

57.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

R01年度

R02年度

全病院数に占める経常損失・経常利益を生じた病院数の割合
経常損失を生じた病院数

経常利益を生じた病院数

▲1.19％

＋0.10％
H26改定は消費増税
分を除けば実質
▲1.26％

＋0.004％

▲0.44%

▲0.07%

黒字赤字
【参考】

診療報酬の実質改定率

▲1.31％



規模別の公立病院の経営状況（300床以上）（地方独立行政法人を含む）
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決算状況調査

経常損益

500床以上病院
（R2：95病院うち黒字病院は71病院）

）

400床以上500床未満病院
（R2：77病院うち黒字病院は53病院）

）

300床以上400床未満病院
（R2：120病院うち黒字病院は76病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H28 H29 H30 R1 R2 増減

99.8 100.1 100.0 99.2 102.8 3.6

医業収支比率

経常利益 経常利益

（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）（単位：％）

（単位：％） （単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

95.5 95.1 95.2 94.9 86.9 -8.0

H28 H29 H30 R1 R2 増減

93.4 93.0 94.0 93.9 85.0 -8.9

H28 H29 H30 R1 R2 増減

92.1 91.0 90.5 89.7 82.5 -7.2

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

98.5 98.7 99.0 98.9 103.7 4.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

97.2 97.0 97.7 96.9 102.2 5.3

※建設中、想定企業会計の病院を除く

※経常収益/経常費用×100

※医業収益/医業費用×100

193

60

△ 29

26

△ 2

△ 171

584
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△ 400

△ 200

0

200

400
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800

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

△ 33

△ 113
△ 138△ 124

△ 90 △ 98

355

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200
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400

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

△ 188△ 176

△ 240
△ 271

△ 219

△ 305

220

△ 400

△ 300

△ 200

△ 100

0

100

200

300

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2



規模別の公立病院の経営状況（300床未満）（地方独立行政法人を含む）
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決算状況調査

経常損益

200床以上300床未満病院
（R2：99病院のうち黒字病院は57病院）

100床以上200床未満病院
（R2：207病院のうち黒字病院は108病院）

100床未満病院
（R2：255病院のうち黒字病院は123病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H28 H29 H30 R1 R2 増減

96.2 97.1 97.4 96.8 101.4 4.6

医業収支比率

経常利益 経常利益

（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）（単位：％）

（単位：％） （単位：％）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

88.7 87.9 87.7 87.5 76.7 -10.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

85.5 84.5 83.6 83.7 78.9 -4.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

77.2 75.4 74.1 74.1 70.6 -3.5

※医業収益/医業費用×100

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H28 H29 H30 R1 R2 増減

96.6 96.5 96.9 96.6 100.4 3.8

H28 H29 H30 R1 R2 増減

98.1 97.6 97.1 97.5 100.1 2.6

※建設中、想定企業会計の病院を除く

※経常収益/経常費用×100
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※出典：地方公営企業決算状況調査
地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査

※指定管理者制度導入病院を除く

公立病院の病床規模別常勤医師数（100床当たり）の推移（地方独立行政法人を含む）
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決算状況調査



④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（１）新公立病院改革プラン等の取組状況調査
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【調査の目的】

現行の新公立病院改革ガイドラインに基づく各公立病院の改革プランの標準的な対象期間が令和２年

度末までであることを踏まえ、同改革プランに基づく各地方公共団体の取組状況を把握し、今後の施策の

参考にするために実施

【調査時点・実施期間】

調査時点 ・・・ 令和３年３月３１日時点

アンケート実施期間 ・・・ 令和３年４月５日～４月２８日

【調査対象】

①新公立病院改革プランに記載のある全ての病院 ・・・ ８９６（平成27年３月31日時点の公立病院数）

②うち調査に回答した公立病院数 ・・・ ８５０ ②／① ９４．８％

※新公立病院改革ガイドラインは平成27年３月31日策定

※平成27年３月31日時点の公立病院数８９６は建設中を含む

新公立病院改革プラン等の取組状況調査の実施概要

16



④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（２）地域医療構想を踏まえた公立病院の役割

17



地域医療構想を踏まえた役割の明確化①

18

■ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化の状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①地域医療構想を踏まえて自病院の役割の明確化を行うことができた ・・・ ７３７ （８８．６％）

②地域医療構想を踏まえて、自病院の役割の明確化を行うことができていない ・・・ ９４ （１１．４％）

役割の明確化に伴いどのような役割の見直し
を行ったか（複数回答）

①現状維持 ２７４（３７．２％）

②回復期機能を充実 ２７２（３７．１％）

③急性期機能を充実 １３５（１８．３％）

④急性期機能を縮減 ９９（１３．５％）

⑤高度急性期機能を充実 ８５（１１．４％）

明確化していない理由（複数回答）

①地域医療構想調整会議において
議論中であるため

６６
（７０．２％）

②地域医療構想調整会議において決定され
た内容について、病院としての対応を検討
中であるため

１２
（１２．８％）

③地域医療構想調整会議において決定され
た内容が不明確であったため

２
（２．１％）

③検討を行うために必要な人員・予算が十
分でなかったため

２
（２．１％）※①～⑤は、その他に該当するものを除く回答数TOP５

※括弧内は「明確化を行うことができた」と回答した７３７
病院に占める割合

※「充実」は病床数の増を伴わない質的な充実を含む
※①～③は、その他に該当するものを除く回答数TOP３（①～③以外

は全て「その他」）
※括弧内は「明確化を行うことができた」と回答した９４病院に占める

割合

取組状況調査



■ 機能別病床数の推移（地域医療構想策定翌年度であるH29年度と直近R２年度を比較）

＜機能別病床数を見直した公立病院数 ・・・ ４１５ （一般・療養病床を有する７９０病院の５２．５％）＞

（ 単 位 ： 床 ・ ％ ） ①H29年度 ②R２年度
①→②
増減数

①→②
増減率

（参考）全病院ベース
増減率（H29→R１）

高度急性期病床 ３３，０６０ ３１，４６７ ▲１，５９３ ▲４．８ ０．２

急 性 期 病 床 １１８，７５０ １１１，４０４ ▲７，３４６ ▲６．２ ▲５．２

回 復 期 病 床 １４，９３６ ２０，９８７ ６，０５１ ４０．５ ２２．３

慢 性 期 病 床 １０，００１ ８，８６１ ▲１，１４０ ▲１１．４ ▲４．１

小 計 １７６，７４７ １７２，７１９ ▲４，０２８ ▲２．３ ▲３．５

機能別病床数の推移①

19

取組状況調査

※休棟中は除いている。



■ 機能別病床数の推移（地域医療構想策定翌年度であるH29年度と直近R２年度を比較）

※休棟中は除いている（構成比も休棟中は除いて算出）。

機能別病床数の推移②

1.33

急性期

118,750床（67％）

高度急性期

33,060床（19％）

慢性期 10,001床（6％）

回復期 14,936床（9%）

【H29年度】

合計 176,747床 4,028床減

1,593床減

7,346床減

6,051床増

1,140床減

1.33

急性期

111,404床（65％）

高度急性期

31,467床（18％）

慢性期 8,861床（5％）

回復期 20,987床（12%）

【 R2年度】

合計 172,719床

20

取組状況調査



■ 機能別病床数の推移（地域医療構想策定翌年度であるH29年度と直近R２年度を比較）【病床規模別】

※病床規模の区分は令和元年度地方公営企業決算状況調査における病床数ベース。
※休棟中は除いている（構成比も休棟中は除いて算出）。

機能別病床数の推移③

＜500床以上＞ ＜400床～499床＞

21

500床以上 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 24,033 22,159 ▲ 1,874 ▲7.8%

（構成比） (47.2%) (43.9%)

急性期 25,632 26,836 1,204 4.70%

（構成比） (50.4%) (53.2%)

回復期 1,016 1,261 245 24.1%

（構成比） (2.0%) (2.5%)

慢性期 193 215 22 11.40%

（構成比） (0.4%) (0.4%)

小計 50,874 50,471 ▲ 403 ▲0.8%

400～499床 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 5,370 5,703 333 6.20%

（構成比） (18.4%) (19.9%)

急性期 22,460 21,350 ▲ 1,110 ▲4.9%

（構成比） (77.1%) (74.5%)

回復期 1,071 1,476 405 37.8%

（構成比） (3.7%) (5.1%)

慢性期 239 139 ▲ 100 ▲41.8%

（構成比） (0.8%) (0.5%)

小計 29,140 28,668 ▲ 472 ▲1.6%

取組状況調査



■ 機能別病床数の推移（地域医療構想策定翌年度であるH29年度と直近R２年度を比較）【病床規模別】

機能別病床数の推移④

＜300床～399床＞ ＜200床～299床＞

22

300～399床 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 2,248 2,137 ▲ 111 ▲4.9%

（構成比） (6.4%) (6.3%)

急性期 29,587 28,043 ▲ 1,544 ▲5.2%

（構成比） (84.1%) (82.1%)

回復期 2,881 3,640 759 26.3%

（構成比） (8.2%) (10.7%)

慢性期 456 352 ▲ 104 ▲22.8%

（構成比） (1.3%) (1.0%)

小計 35,172 34,172 ▲ 1,000 ▲2.8%

200～299床 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 1,202 1,256 54 4.50%

（構成比） (6.3%) (6.6%)

急性期 14,191 13,345 ▲ 846 ▲6.0%

（構成比） (74.8%) (70.6%)

回復期 2,818 3,603 785 27.9%

（構成比） (14.9%) (19.1%)

慢性期 749 687 ▲ 62 ▲8.3%

（構成比） (4.0%) (3.6%)

小計 18,960 18,891 ▲ 69 ▲0.4%

取組状況調査

※病床規模の区分は令和元年度地方公営企業決算状況調査における病床数ベース。
※休棟中は除いている（構成比も休棟中は除いて算出）。



■ 機能別病床数の推移（地域医療構想策定翌年度であるH29年度と直近R２年度を比較）【病床規模別】

機能別病床数の推移⑤

＜100床～199床＞ ＜100床未満＞

23

100～199床 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 150 155 5 3.30%

（構成比） (0.6%) (0.6%)

急性期 17,969 15,336 ▲ 2,633 ▲14.7%

（構成比） (65.9%) (59.6%)

回復期 4,828 6,175 1,347 27.9%

（構成比） (17.7%) (24.0%)

慢性期 4,321 4,051 ▲ 270 ▲6.2%

（構成比） (15.8%) (15.8%)

小計 27,268 25,717 ▲ 1,551 ▲5.7%

取組状況調査

99床以下 H29 R2 増減数 増減率

高度急性期 57 57

（構成比） (0.4%) (0.4%)

急性期 8,911 6,494 ▲ 2,417 ▲27.1%

（構成比） (58.1%) (43.9%)

回復期 2,322 4,832 2,510 108.1%

（構成比） (15.1%) (32.6%)

慢性期 4,043 3,417 ▲ 626 ▲15.5%

（構成比） (26.4%) (23.1%)

小計 15,333 14,800 ▲ 533 ▲3.5%

※病床規模の区分は令和元年度地方公営企業決算状況調査における病床数ベース。
※休棟中は除いている（構成比も休棟中は除いて算出）。



【参考】２０２０（令和２）年度病床機能報告について

24

90.7
万床

急性期

54.7万床（45％）

高度急性期

15.6万床（13％）

慢性期

31.7万床（26％）

回復期

18.9万床（16%）

89.2
万床

70.3
万床

53.2
万床

【地域医療構想における

2025年の病床の必要量】

合計 119.1万床

1.33

急性期

57.1万床（46％）

高度急性期

16.0万床（13％）

慢性期

35.0万床（28％）

回復期

17.2万床（14%）

90.3
万床

73.0
万床

2020年

合計 120.9万床

【2018年度病床機能報告】
2025年見込※

急性期

53.5万床（45％）

高度急性期

15.9万床（13%）

５慢性期29.9万床（25％）

回復期

20.5万床（17%）

合計 119.8万床

89.9
万床

○ 病床機能報告は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成26年法律第83

号）により改正された「医療法」（昭和23年法律第205号）第30条の13に基づき実施。

○ 医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、地域における医療機能の分化・連携を進めることが目的。

○ 各医療機関の病棟ごとに病床が担う医療機能（高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢性期機能）等を報告。（2020（令和２）年７

月１日時点、2025（令和７）年７月１日時点）

⇒ これによって、医療機関における地域医療構想を踏まえた取組状況に関し、個々の医療機関における従来の病床機能ごとの病床数の変

遷や2025年に予定する病床機能ごとの病床数について把握可能。

合計 125.3万床

69.4
万床

2018年

【2020年度病床機能報告】

約4.4万床減 約1.1万床減

0.3万床増

1.2万床減

1.6万床増

1.8万床減

0.4万床減

2.4万床減

1.7万床増

3.3万床減

高度急性期
13.1万床（11％）

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

慢性期

28.4万床（24％）

※ 2018年度病床機能報告における2025年見込の病床数は合計122.2万床。

（※対２０１８年度比 約５％減）

厚労省資料



地域包括ケアシステムの構築に向けた役割の明確化

■ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割の明確化の状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を明確化できた ・・・ ７２６ （８７．３％）

②地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を明確化できなかった ・・・ １０５ （１２．７％）

役割の明確化に伴いどのような役割の見直しを行った
か（複数回答）

①地元開業医・介護事業者との連携・支
援

３９５
（５４．４％）

②在宅医療・訪問看護の充実 ２８５
（３９．４％）

③住民の健康づくり・介護予防の充実 １６６
（２３．０％）

④現状維持 １６４
（２２．５％）

⑤在宅医療等での症状悪化時に備えた
病床の確保

１３９
（１９．１％）

明確化できなかった理由（複数回答）

①関係者との議論が継続中であるため ６２
（５９．０％）

②医師の不足のため ２１
（２０．０％）

③医師以外の医療従事者の不足のため １７
（１６．２％）

④地元開業医・介護事業者との議論の場
がないため

１２
（１１．４％）

④検討を行うために必要な人員・予算が
十分でなかったため

１０
（９．５％）

取組状況調査
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※括弧内は「明確化できた」と回答した７２６病院に占める割合
※括弧内は「明確化できなかった」と回答した１０５病院に占め

る割合
※TOP5は、その他に該当するものを除く



※数値目標ＴＯＰ５は、数値目標として掲げた病院数が多かった項目ＴＯＰ５（その他に該当するものを除く）

※「回答数」の括弧内は、本質問項目に回答した８３２病院に占める割合

※達成（見込み）の病院数の括弧内は、各数値目標を設定したと回答した病院数に対する達成（見込み）の割合

※達成状況を未回答の団体があるため、「回答数」と「達成（見込み）と未達成の計」が、一致しない場合あり

■ 医療機能に係る数値目標ＴＯＰ５及び達成率

医療機能に関する取組等

数値目標ＴＯＰ５
（複数回答）

回答数
達成（見込み）

の病院数
未達成の理由（複数回答）

①紹介率・逆紹介率 ４１４
（４９.８%）

３１３
（７５．６％）

目標達成は困難（９８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響６４、（２）患者数の減４４、
（３）他の病院等との連携不足３３

②救急患者数 ４０６
（４８.８%）

１２８
（３１．５％）

目標達成は困難（２７６病院）の理由ＴＯＰ３
（１）患者数の減１９６、（２）コロナの影響１９５、
（３）医師数の減６６

③入外来患者数 ３６０
（４３.３%）

７３
（２０．３％）

目標達成は困難（２８７病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響２３３、（２）患者数の減２２６、
（３）医師数の減８２

④手術件数 ３２２
（３８.７%）

１２２
（３７．９％）

目標達成は困難（１９９病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響１４８、（２）患者数の減１３２、
（３）医師数の減６８

⑤診療単価 ２３７
（２８.５%）

１９１
（８０．６％）

目標達成は困難（４５病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響２４、
（２）患者数の減２３、（２）医師数の減２３

取組状況調査

26



④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（３）公立病院の新型コロナウイルス感染症への対応状況

27



（注）①は「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」（厚生労働省・令和３年6月１６日時点）に基づき作成。
②は「医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入状況等について（補足資料）の公立・公的等・民間別 人工呼吸器等使用新型コロナ入院患者数の推移、

（令和３年１月６日時点）」に基づき作成。
参考は医療施設動態調査、地方公営企業決算統計より。

（参考）全国の病床数に占める公立病院の病床数は約１３％

① 各都道府県の病床・宿泊療養施設確保計画に位置づけられた即応病床数

（１）総数 ・・・ ３５，１９６

（２）（１）のうち公立病院 ・・・ １１，１３０ → 公立病院のシェア（２）／（１） ＝ 約３２％

② 人工呼吸器等使用新型コロナ入院患者数（人）

（１） 総数 ・・・ ５６４

（２） （１）のうち公立 ・・・ ３１５ → 公立病院のシェア（２）／（１） ＝ 約５６％

公立病院における新型コロナウイルス感染症への対応状況①

28



（都道府県病床・宿泊療養施設確保計画における公立病院の取組状況）

・ 計画対象公立病院は総公立病院の２／３程度。ただし、３００床以上規模の公立病院では９割超。

・ １公立病院あたりの平均即応病床数は２１床。許可病床に占める即応病床の割合＝転換率は６％。

・ 病床規模が小さくなるほど転換率は低下。９９床以下規模の公立病院の転換率は２００床規模の半分程度。

① ② ③ ④ ①／③ ②／① ②／④

公立病院の病床規模

都道府県

病床確保計画

対象公立病院数

①の公立病院

最終フェーズ

即応病床数

公立病院総数
③の公立病院

許可病床数

計画対象

公立病院の割合

１病院あたり

即応病床数

即応病床への

転換率

500床以上 88 3,741 90 55,140 98% 43 7%

400～499床以下 65 1,936 70 31,056 93% 30 6%

300～399床以下 105 2,310 113 37,498 93% 22 6%

200～299床以下 82 1,326 93 22,820 88% 16 6%

100～199床以下 137 1,350 206 30,659 67% 10 4%

20～99床以下 63 467 248 15,676 25% 7 3%

合計 540 11,130 820 192,849 66% 21 6%

※最終フェーズにおける即応病床数は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査」（令和3年6月16日現在）より。

※病床規模は、令和元年度の許可病床数（令和元年度地方公営企業決算状況調査）。

※公立病院とは、地方公共団体が開設する地方公営企業法を適用する自治体病院、公営企業型地方独立行政法人が運営する病院。

公立病院における新型コロナウイルス感染症への対応状況②

29
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公立病院における新型コロナウイルス感染症への対応状況③
厚労省資料



④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（４）経営の効率化に関する取組

31



■ 収支改善に係る数値目標ＴＯＰ５及び達成率（達成見込み含む）

経営の効率化に関する取組①

数値目標ＴＯＰ５
（複数回答）

回答数
達成（見込み）の

病院数
未達成の理由（複数回答）

①経常収支比率 ８１３
（９７.７％）

４０５
（４９.８％）

目標達成は困難（４０３病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響３３１、（２）患者数の減３３０、（３）職員給与費の増１８２

②医業収支比率 ７６８
（９２．３％）

２３０
（２９．９％）

目標達成は困難（５３４病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響４５１、（２）患者数の減４２０、（３）職員給与費の増２２０

③資金不足比率 ８８
（１０．６％）

５６
（６３．６％）

目標達成は困難（３０病院）の理由ＴＯＰ３
（１）患者数の減２６、（２）コロナの影響２２、（３）医師の不足１５

④不良債務比率 ７１
（８．５％）

３９
（５４．９％）

目標達成は困難（２８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）患者数の減２０、（２）コロナの影響１８、（３）医師の不足１３

⑤累積欠損金比率 ５２
（６．３％）

２４
（４６．２％）

目標達成は困難（２８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響２４、（２）患者数の減２３、（３）医師の不足１４

※数値目標ＴＯＰ５は、数値目標として掲げた病院数が多かった項目ＴＯＰ５（その他に該当するものを除く）
※「回答数」の括弧内は、本質問項目に回答した８３２病院に占める割合
※達成（見込み）の病院数の括弧内は、各数値目標を設定したと回答した病院数に対する達成（見込み）の割合
※達成状況を未回答の団体があるため、「回答数」と「達成（見込み）と未達成の計」が、一致しない場合あり

■ 収支改善に関する取組ＴＯＰ５<注：収支改善に向けて取り組んだと回答した病院数が多かった項目ＴＯＰ５＞

①医師、看護師等の医療従事者の確保 ②診療報酬の請求漏れ・施設基準の届出漏れの点検

③紹介率・逆紹介率の向上 ④職員の経営意識向上のための会議・研修等の実施

⑤患者サービスの向上

取組状況調査
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経営の効率化に関する取組②
■ 経費削減に係る数値目標ＴＯＰ５及び達成率（達成見込み含む）

数値目標ＴＯＰ５
（複数回答）

回答数
達成（見込み）

の病院数
未達成の理由（複数回答）

①職員給与費
対医業収益比率

５８３
（７０.１％）

１６７
（２８．６％）

目標達成は困難（４０８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）患者数の減２５４、（２）コロナの影響２４７、（３）職員給与費の増２２８

②材料費
対医業収益比率

４８９
（５８．８％）

２３７
（４８．５％）

目標達成は困難（２４６病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響１６１、（２）患者数の減１２０、
（３）薬品費以外の材料費の増９１

③後発医薬品の
使用割合

２４６
（２９．６％）

２１４
（８７．０％）

目標達成は困難（２５病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響８、（１）医師の不足８、
（３）患者数の減７、（３）医師以外の医療従事者の不足７

④薬品費
対医業収益比率

１７３
（２０．８％）

９０
（５２．０％）

目標達成は困難（８２病院）の理由ＴＯＰ３
（１）薬品費の増４８、（２）患者数の減４６、（３）コロナの影響４４

⑤委託費
対医業収益比率

１４２
（１７．１％）

４４
（３１．０％）

目標達成は困難（９５病院）の理由ＴＯＰ３
（１）委託料の増６４、（２）コロナの影響６２、（３）患者数の減４５

※数値目標ＴＯＰ５は、数値目標として掲げた病院数が多かった項目ＴＯＰ５（その他に該当するものを除く）
※「回答数」の括弧内は、本質問項目に回答した８３２病院に占める割合
※達成（見込み）の病院数の括弧内は、各数値目標を設定したと回答した病院数に対する達成（見込み）の割合
※達成状況を未回答の団体があるため、「回答数」と「達成（見込み）と未達成の計」が、一致しない場合あり
※未達成の理由ＴＯＰ３は、その他に該当するものを除く

■ 経費削減に関する取組ＴＯＰ５

①薬剤、医療材料等の共同購入 ②職員の経営意識向上のための会議・研修等の実施

③医師、看護師等の医療従事者の確保 ④委託業務の効率化

⑤人件費の削減（職員採用の抑制、職員数の見直しや配置転換等）

※TOP５はその他に該当するものを除く

取組状況調査
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①紹介率・逆紹介率の向上 ②患者サービスの向上

③医師、看護師等の医療従事者の確保 ④医療機能・診療科の見直しによる診療報酬の確保・費用の適正化

⑤診療報酬の請求漏れ・施設基準の届出漏れの点検

■ 収入確保に係る数値目標ＴＯＰ５及び達成率（達成見込み含む）

経営の効率化に関する取組③

34

数値目標ＴＯＰ５
（複数回答）

回答数
達成（見込み）の

病院数
未達成の理由（複数回答）

①病床利用率 ７０２
（８４.４％）

１７１
（２４．４％）

目標達成は困難（５２４病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響４０４、（２）患者数の減３８８、（３）医師の不足１６０

②１日当たり
入院・外来患者数

５４１
（６５．０％）

１０３
（１９．０％）

目標達成は困難（４３４病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響３５４、（２）患者数の減３４１、（３）医師の不足１５４

③入院・外来患者１人
１日当たり診療収入

４２４
（５１．０％）

３００
（７０．８％）

目標達成は困難（１１９病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響７７、（２）患者数の減７３、（３）医師の不足５１

④平均在院日数 ２６３
（３１．６％）

１７８
（６７．７％）

目標達成は困難（８０病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響５９、（２）患者数の減３２、（３）医師の不足１７

⑤医師（看護師）
１人当たり
入院・外来診療収入

３４
（４．１％）

１０
（２９．４％）

目標達成は困難（２３病院）の理由ＴＯＰ３
（１）患者数の減１９、（２）コロナの影響１７、（３）医師の不足８

※数値目標ＴＯＰ５は、数値目標として掲げた病院数が多かった項目ＴＯＰ５（その他に該当するものを除く）
※「回答数」の括弧内は、本質問項目に回答した８３２病院に占める割合
※達成（見込み）の病院数の括弧内は、各数値目標を設定したと回答した病院数に対する達成（見込み）の割合
※達成状況を未回答の団体があるため、「回答数」と「達成（見込み）と未達成の計」が、一致しない場合あり

■ 収入確保に関する取組ＴＯＰ５

取組状況調査



■ 経営の安定性に係る数値目標ＴＯＰ５及び達成率（達成見込み含む）

経営の効率化に関する取組④

数値目標ＴＯＰ５
（複数回答）

回答数
達成（見込み）

の病院数
未達成の理由（複数回答）

①常勤医師数 ４０７
（４８.９％）

２１２
（５２．１％）

目標達成は困難（１８８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）医師の不足１６８、（２）患者数の減１２、（２）コロナの影響１２

②経営の安定性に係る
目標は設定していない

２１６
（２６．０％）

－

③現金保有残高 １４１
（１６．９％）

８１
（５７．４％）

目標達成は困難（５９病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響３８、（１）患者数の減３８、（３）職員給与費の増２８

④企業債残高 １２３
（１４．８％）

７３
（５９．３％）

目標達成は困難（４７病院）の理由ＴＯＰ３
（１）設備投資の増４０、（２）コロナの影響５、（２）消費税率の引上げ５

⑤純資産の額 ４０
（４．８％）

２２
（５５．０％）

目標達成は困難（１８病院）の理由ＴＯＰ３
（１）コロナの影響１２、（１）患者数の減１２、（３）職員給与費の増８

※数値目標ＴＯＰ５は、数値目標として掲げた病院数が多かった項目ＴＯＰ５（その他に該当するものを除く）
※「回答数」の括弧内は、本質問項目に回答した８３２病院に占める割合
※達成（見込み）の病院数の括弧内は、各数値目標を設定したと回答した病院数に対する達成（見込み）の割合
※達成状況を未回答の団体があるため、「回答数」と「達成（見込み）と未達成の計」が、一致しない場合あり

■ 経営の安定性に関する取組ＴＯＰ５

①医師、看護師等の医療従事者の確保 ②施設・設備整備費等の抑制

③職員の経営意識向上のための会議・研修等の実施

④医療機能・診療科の見直しによる診療報酬の確保・費用の適正化

⑤診療報酬の請求漏れ・施設基準の届出漏れの点検

※TOP５はその他に該当するものを除く

取組状況調査
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④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（５）再編・ネットワーク化に関する取組

36



公立病院に関する再編・ネットワーク化の実績

37

【参考】
H20～H26実績 H27～R２実績 合計

【参考】
実施中

（枠組合意）

再編・ネットワーク化
関連病院数

１２６公立病院 ６７公立病院 １９３公立病院 ６０公立病院
（※）

総務省調査

内訳は次ページ以降

※「実施中（枠組合意）」の数字（６０公立病院）は、取組状況調査による。



Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する再編・ネットワーク化

事例数 病院数 都道府県 設立主体 病院名 備考

1
1

宮城県 石巻市
石巻市立病院

震災で被災した２病院を再編し、雄勝病院を診療所化
2 石巻市立雄勝病院

2
3

宮城県
宮城県 県立循環器・呼吸器センター

統合
4 栗原市 市立栗原中央病院

3
5

福島県
南相馬市 市立総合病院 統合

6 南相馬市 市立小高病院 統合（診療所化）

4
7

富山県 富山県
高志リハビリテーション病院

一般行政病院２病院と診療所の３施設を統合し、公営企業化
8 高志学園

5
9

石川県 加賀市
加賀市民病院

統合
10 山中温泉医療センター

6
11

長野県 岡谷市
岡谷病院

統合
12 健康保険岡谷塩嶺病院

7
13

長野県 松本市
松本市立病院 ２病院の統合

14 市立国保会田病院 統合（診療所化）

8
15

岐阜県
中津川市 中津川市民病院 統合

16 中津川市 国保坂下病院 統合（診療所化）

9
17

愛知県 西知多医療組合
東海市民病院

統合
18 知多市民病院

10
19

大阪府
大阪市 市立住吉市民病院

統合
20 大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター

総務省調査
１ 公立病院間での再編・ネットワーク化

（１） 病院統合を伴う再編
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Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する再編・ネットワーク化

39※新公立病院改革ガイドライン施行後（H27.4.1～）。総務省調査に基づき作成。

総務省調査

事例数 病院数 都道府県 設立主体 病院名 備考

11
21

兵庫県 兵庫県
県立尼崎病院

統合
22 県立塚口病院

12
23

兵庫県 公立豊岡病院組合
公立朝来梁瀬医療センター

統合
24 朝来和田山医療センター

13

25

山口県 周防大島町

周防大島町立大島病院

３病院で病床規模の見直し。橘病院は有床診療化26 周防大島町立東和病院

27 周防大島町立橘病院

14
28

徳島県
美波町 美波町国民健康保険日和佐病院

統合し、一病院一診療所化
29 美波町 美波町国民健康保険由岐病院

15
30

香川県
土庄町 土庄中央病院

２病院は無床診療所に、新に１病院を設置
31 小豆島町 内海病院

16
32

香川県
高松市 高松市民病院 統合

33 高松市 香川病院 統合（診療所化）

17
34

長崎県 長崎県病院離島組合
対馬いづはら病院

統合
35 中対馬病院

18
36

長崎県 長崎市
市立市民病院

統合
37 市立病院成人病センター

（１） 病院統合を伴う再編（続き）

小計：３７公立病院（１８事例）



Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する再編・ネットワーク化
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総務省調査

事例数 病院数 都道府県 設立主体 病院名 備考

1

1

山形県 山形県・酒田市病院機構

日本海総合病院 機能見直し

2 酒田病院 機能見直し

3 八幡病院 診療所化

2

4

新潟県

新潟県
県立小出病院 基幹病院整備（市立化）

5 県立六日町病院 基幹病院整備（市立化）

6 南魚沼市 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 基幹病院整備

7 魚沼市 魚沼市立堀之内病院 基幹病院整備

3
8

愛知県
愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

機能分化し、愛知病院を岡崎市に移管
9 岡崎市 岡崎市民病院

4

10

兵庫県 公立豊岡病院組合

公立豊岡病院

機能見直し11 公立八鹿病院

12 日高医療センター

5

13

奈良県

奈良県 県立五條病院

一組化、機能分化14 吉野町 町立吉野病院

15 大淀町 町立大淀病院

（２） 病院統合を伴わない再編・ネットワーク化

小計：１５公立病院（５事例）

※新公立病院改革ガイドライン施行後（H27.4.1～）。総務省調査に基づき作成。



Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する再編・ネットワーク化

41

総務省調査

事例数 病院数 都道府県 設立主体 病院名 備考

1 1 秋田県 秋田県 秋田県立脳血管研究センター 一般財団法人との統合

2
2

茨城県
筑西市 筑西総合病院

民間病院含め３病院で統合
3 桜川市 県西総合病院

3 4 群馬県 渋川市 市立渋川総合病院
国立病院機構と統合し、新病院の建設。経営主体は国立病
院機構に

4 5 三重県 大台町 町立報徳病院 厚生連と統合し診療所化

5 6 三重県 桑名市 桑名市総合医療センター
医療法人２病院を公立化（経営主体の統合）をし、その後病
院の統合

6 7 兵庫県 加古川市 加古川市民病院（旧加古川西病院）
株式会社立病院を公営化（経営主体の統合）を実施、その後
病院の統合

7 8 兵庫県 兵庫県 県立柏原病院 日赤と統合

8 9 熊本県 くまもと県北病院機構 公立玉名中央病院 医師会病院との統合を検討

小計：９公立病院（８事例）

２ 公立病院以外との再編・ネットワーク化

（１） 病院統合を伴う再編

※新公立病院改革ガイドライン施行後（H27.4.1～）。総務省調査に基づき作成。



Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する再編・ネットワーク化

42

総務省調査

事例数 病院数 都道府県 設立主体 病院名 備考

1 1 愛知県 豊橋市 豊橋市民病院 近隣の公的・民間病院と機能分化

2 2 滋賀県 守山市 守山市民病院 済生会と機能分化

3 3 京都府 舞鶴市 舞鶴市民病院
国立病院機構舞鶴医療センター、KKR舞鶴共済病院、舞鶴赤
十字病院、４病院の機能分化

4
4

兵庫県
宍粟市 公立宍粟病院

民間病院含め３病院で機能分化
5 神河町 公立神崎総合病院

5 6 鳥取県 鳥取県 県立中央病院 日赤と機能連携

（２） 病院統合を伴わない再編・ネットワーク化

小計：６公立病院（５事例）

※新公立病院改革ガイドライン施行後（H27.4.1～）。総務省調査に基づき作成。



再編・ネットワーク化のメリット等

43

再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化のメリットＴＯＰ５（複数回答）

（１） 病床利用率の増 ４６

（２） 紹介率・逆紹介率の増 ３７

（３） 医師不足の（一部）改善 ３６

（４） 患者数の増 ３２

（４） 経営指標が良くなった ３２

再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化に係る効果的な国の支援ＴＯＰ５
（複数回答）

（１） 再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化に必要な設備・備品購
入、医療施設の増改築に係る財政支援

９１

（２） 救急医療、感染症医療等の政策的な
医療の運営に係る財政支援

７１

（３） 医療圏内の各種データ・事例提供 ６８

（４） 新たな病院の整備費に係る財政支援 ６６

（５） 再編等に伴い許可病床数を削減したこ
とによる交付税措置縮減の激変緩和措置

６０

取組状況調査
■ 新改革プランに基づく再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １２５ （１４．８％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ６０ （７．１％）

③検討中 ・・・ ２３９ （２８．２％）

④実施予定なし ・・・ ４２３ （４９．９％）

※前ページまでの資料とは異なる調査を元にした資料の

ため、「実施済み」の病院数は異なる。

再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の際に困難であった点ＴＯＰ５（複数回答）

（１） 再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の相手方の病院（当該病院
に関する大学医局を含む）との調整

４８

（２） 地域住民の理解を得ること ４６

（３） 医療従事職員（職員組合を含む）の理解を得
ること

３７

（４） 都道府県担当部局との調整 ２２

（５） 地元医師会の理解を得ること ２１



【検討中の再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の類型（見込み）】 ※＜ ＞内は比較用の実施済み・実施中の数値。

■ 新改革プランに基づく再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １２５ （１４．８％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ６０ （ ７．１％）

③検討中 ・・・ ２３９ （２８．２％）

④実施予定なし ・・・ ４２３ （４９．９％）

検討中の再編・ネットワーク化の類型

経営統合あり（複数回答）

ア 公立＋公立 ＝ 公立 ３５＜２５＞

イ 公立＋公的 ＝ 公立 １６＜７＞

ウ 公立＋民間 ＝ 公立 １３＜１２＞

エ 公立＋公的 ＝ 公的 １３＜０＞

オ 公立＋民間 ＝ 民間 ３＜０＞

経営統合なし（ﾈｯﾄﾜｰｸ化）（複数回答）

Ａ 公立と公立のﾈｯﾄﾜｰｸ化 １１９＜６９＞

Ｂ 公立と公的のﾈｯﾄﾜｰｸ化 ７７＜３７＞

Ｃ 公立と民間のﾈｯﾄﾜｰｸ化 ７０＜３０＞

経営統合なしのﾈｯﾄﾜｰｸ化の内容（見込み）ＴＯＰ５
（複数回答）

（１） 病院・診療所間の連携体制の構築 １０８

（２） 機能分担による病床数の見直し ９４

（３） 医療情報共有等の連携体制の構築 ９３

（４） 医師の相互派遣 ７７

（５） 機能分担による診療科目の見直し ６４
44

取組状況調査



■ 新改革プランに基づく再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １２５ （１４．８％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ６０ （７．１％）

③検討中 ・・・ ２３９ （２８．３％）

④実施予定なし ・・・ ４２３ （４９．９％）

※TOP５はその他に該当するものを除く

再編・ネットワーク化を実施しない理由

実施予定なしの理由ＴＯＰ５（複数回答）

（１） 現状の規模・機能等を維持することが適当と判断したため ２１９

（２） 地域医療構想との整合性の観点から、再編・ネットワーク化を行う必要が無いため １３８

（３） 地理的な条件により困難と判断したため ７３

（４） 再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化を行える相手方がいなかったため ３９

（５） 住民・議会の理解が得られなかったため ５

取組状況調査

45



④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（６）経営形態の見直しに関する取組

46



見直し後の経営形態
H27～Ｒ２

実施病院数
（参考）

H20～26
合計 備考

全部適用化 43 142 185
全部適用済み病院数（R２現在）

３８２病院（全公立病院の４４．８％）

地方独立行政法人 18 66 84
独法化済み病院数（R２現在）

９４病院（全公立病院の１１．０％）

指定管理者制度導入 15 27 42
指定管理者制度導入済み病院数

（R２現在）

７９病院（全公立病院の９．３％）

民間等への譲渡 6 17 23

診療所化 18 49 67

介護施設化等 9 28 37

事業廃止 3 9 12

合 計 112 338 450

※ １つの公立病院が、経営形態の見直しを複数回行っているケースもある。
※ 施設の一部転用については除く。

Ｈ２６ガイドライン以降の公立病院に関する経営形態の見直し

47

総務省調査



【参考】公立病院の経営形態（病床規模別）
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（病院数）

決算状況調査

一部適用 全部適用 独立行政法人 指定管理者

■ 公立病院の経営形態（全体） ■ 公立病院の経営形態（病床規模別）

一部適用
２９８病院
（３４．９％）

全部適用
３８２病院
（４４．８％）

独立行政法人
９４病院

（１１．０％）

指定管理者
７９病院
（９．３％）



■ 新改革プランに基づく経営形態の見直しに関する取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １７５ （１９．３％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ２５ （ ２．９％）

③検討中 ・・・ １５４ （１８．４％）

④実施予定なし ・・・ ４９６ （５９．４％）

【実施済み又は実施中の経営形態の見直しの類型】（複数回答）

実施済み又は実施中の経営形態の見直しの類型

49

狭義の経営形態の見直し ・・・ １８５

① 地方公営企業法全部適用 ７７

② 地方独立行政法人化 ６７

③ 指定管理者制度導入 ３８

④ 民間等への譲渡 ５

事業形態の見直し ・・・ １８

ア 診療所への転用 １２

イ 介護医療院・介護老健施設等の医療的
機能を有する介護施設への転用

５

ウ 介護サービス付き高齢者住宅への転用 １

エ 児童館・公民館等の公共施設への転用 ０

オ 特養等その他の介護施設への転用 ０

カ 庁舎等公用施設への転用 ０

※狭義の経営形態の見直しとは事業形態の見直しを除くもの

取組状況調査



■ 新改革プランに基づく狭義の経営形態見直し実施済み病院（病院数：１６２）が認識している経営形態見直しのメリット

・ 経営の自主性の観点から効果があった ・・・ １５３（狭義の経営形態見直し実施済み病院の９４.４％）

・ 経営効率化の観点から効果があった ・・・ １５３（狭義の経営形態見直し実施済み病院の９４.４％）

地方公営企業法全部適用（回答病院数：７０）

経営形態の見直しのメリット・課題①

50

地方独立行政法人化のメリット・ＴＯＰ３（複数回答）

①人事・採用の裁量が向上した ５０

②地域の医療ニーズや制度改正に対する迅
速な対応が可能となった

４４

③目標管理による病院経営ができるように
なった

４３

地方独立行政法人化の課題・ＴＯＰ３（複数回答）

①システム等の再構築により、事務負担が増加
した

２９

②人事やプロパー職員の採用に苦労している ２５

③設立団体からの運営費交付金等が減少した １４

法全部適用のメリット・ＴＯＰ３（複数回答）

①経営責任と権限が明確化された ５９

②人事・採用の裁量が向上した ５０

③地域の医療ニーズや制度改正に対する迅
速な対応が可能となった

３６

法全部適用の課題・ＴＯＰ３（複数回答）

①全部適用への移行に伴い、事務負担が増
大した

３９

②期待していた程の経営指標の改善はなかっ
た

２１

②一般会計からの繰出しは減少しなかった ２１

地方独立行政法人化（回答病院数：５７）

取組状況調査



※上記以外の選択肢は回答数０

経営形態の見直しのメリット・課題②

51

指定管理者制度導入のメリット・ＴＯＰ３（複数回答）

①医師等の医療従事職員を安定して確保で
きるようになった

２０

②地域の医療ニーズや制度改正に対する迅
速な対応が可能となった

１９

③設立地方公共団体の負担（一般会計繰出
金等）が軽減された

１６

③指定管理先の運営する別施設から医師等
の派遣が可能となり、診療の幅が広がった

１６

指定管理者制度導入の課題（複数回答）

①特になし １８

②指定管理者の継続的な確保 １０

③指定管理料等設立地方公共団体の負担が
増加した

４

民間譲渡のメリット・ＴＯＰ２（複数回答）

①地方公共団体の負担が軽減された ４

②地域の医療ニーズや制度改正に対する迅
速な対応が可能となった

２

②サービス等医療の質が向上された ２

民間譲渡の課題（複数回答）

①特になし ３

②譲渡先法人への補助金等地方公共団体の
負担が増加した

２

指定管理者制度導入（回答病院数：３５）

民間等譲渡（回答病院数：５）

取組状況調査



経営形態別の経常収支比率、修正医業収支比率の推移

○ 経常収支比率 ＝ （医業収益＋医業外収益）÷（医業費用＋医業外費用）
○ 修正医業収支比率 ＝ （入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷医業費用 ※ 医業収益から他会計負担金を除く

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
全部適用 99.4 99.1 98.8 97.8 98.1 98.4 97.8
一部適用 99.3 99.0 98.5 98.0 97.8 97.8 97.6
独立行政法人 102.7 100.5 100.1 100.2 100.5 100.6 99.7
指定管理者 97.5 99.1 98.2 98.4 98.7 99.3 98.8

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
全部適用 89.8 88.2 87.7 86.1 86.1 86.2 86.1
一部適用 88.9 86.6 86.7 84.4 84.4 83.9 83.7
地方独立行政法人 88.6 88.9 88.5 89.4 90.2 90.2 90.0
指定管理者 88.3 88.9 87.9 87.8 87.8 87.8 87.2

決算状況調査
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■ 新改革プランに基づく経営形態の見直しに関する取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １７５ （１９．３％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ２５ （ ２．９％）

③検討中 ・・・ １５４ （１８．４％）

④実施予定なし ・・・ ４９６ （５９．４％）

【検討中の経営形態の見直しの類型】

検討中の経営形態の見直しに関する取組
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狭義の経営形態の見直し ・・・ ２２２ （１８５）
（複数回答）

① 地方公営企業法全部適用 ５８ （７７）

② 地方独立行政法人化 ８１ （６５）

③ 指定管理者制度導入 ５１ （３８）

④ 民間等への譲渡 ３２ （５）

事業形態の見直し ・・・ ５９ （１８）
（複数回答）

ア 診療所への転用 ２９（１２）

イ 介護医療院・介護老健施設等の医療的
機能を有する介護施設への転用

２３ （５）

ウ 特養等その他の介護施設への転用 ３ （０）

エ 介護サービス付き高齢者住宅への転用 １ （１）

オ 児童館・公民館等の公共施設への転用 ０ （０）

カ 庁舎等公用施設への転用 ３ （０）

※狭義の経営形態の見直しとは事業形態の見直しを除くもの
※（ ）内は比較用の実施済み・実施中の数値

取組状況調査



■ 新改革プランに基づく経営形態の見直しに関する取組状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

①実施済み ・・・ １７５ （１９．３％）

②枠組合意（実施中） ・・・ ２５ （ ２．９％）

③検討中 ・・・ １５４ （１８．４％）

④実施予定なし ・・・ ４９６ （５９．４％）

経営形態の見直しを行わない理由

実施予定なしの理由ＴＯＰ５（複数回答）

（１） 経営形態の見直しを行う必要がないため １９７

（２） 自治体によるガバナンスを維持し、持続可能な医療提供体制を確保するため １１７

（３） 経営状況の改善につながらないため ７６

（４） 規模が小さく経営形態の見直しのメリットがないため ４２

（５） 地域医療構想において現状維持と位置づけられたため ３８

※TOP５はその他に該当するものを除く

取組状況調査
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④ 新公立病院改革プランに基づく取組の状況

（７）その他
（病院新設・建替予定、医薬品等の共同購入実績、点検・評価・公表等）
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■ 今後５年間（Ｒ３～７年度）における病院の新設・建替予定（基本設計の着手予定）

①着手する予定あり ・・・ ４９ （５．９％）

②着手する可能性あり ・・・ ９７ （１１．６％）

※括弧内は総回答数に占める割合

■ 医薬品等の共同購入の取組状況（複数回答）

①同一経営主体の間で共同購入の実績あり ・・・ ２３４ （２８．１％）

②異なる経営主体の間で共同購入の実績あり ・・・ ９５ （１１．４％）

※括弧内は総回答数に占める割合

病院の新設・建替予定／医薬品等の共同購入
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令和元年度実績

①９０％以上 ６

②９０％未満～８０％以上 ０

③８０％未満～７０％以上 ８

④７０％未満～６０％以上 ８

⑤６０％未満～５０％以上 １９

⑥５０％未満～４０％以上 １５

⑦４０％未満～３０％以上 ３０

⑧３０％未満～２０％以上 ３９

⑨２０％未満～１０％以上 ５２

⑩１０％未満 １２６

医業費用（給与・減価償却除く）に
占める共同購入額の割合

取組状況調査



■ 新改革プランの点検・評価・公表の状況 ※括弧内は総回答数に占める割合

① 既に点検・評価を行っている ・・・ ６９１（８３．２％）

② 点検・評価を行う予定はない ・・・ ４１（４．８％）

③ その他 ・・・ ９９（１２．０％）

【点検・評価を行った団体の体制・公表方法】 【点検・評価を行わなかった団体の理由】

新改革プランの点検・評価について
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点検・評価を行わなかった理由・ＴＯＰ３

（複数回答）

①事務負担が大きい ２５

②評価のための委員会への諮問
ができなかった

１２

②特に必要性を感じない １２

点検・評価を行う体制

①外部有識者や地域住民等が参加する委員
会等

４６８（６７．６％）

②院長や病院事業管理者を含めた委員会等 １９２（２７．９％）

③病院内部で実施（委員会等を設置していな
い）

９１（１３．２％）

④首長部局と合同の委員会等 ７０（１０．２％）

⑤その他 ３９（５．７％）

点検・評価結果の公表方法・ＴＯＰ５（複数回答）

①ホームページに掲載 ５４１（７８．２％）

②議会に報告 ２１８（３１．３％）

③公表していない ８９（１２．９％）

④報道機関に公表 ７７（１１．２％）

⑤広報誌に掲載 ５１（７．４％）

取組状況調査

【「その他」の例】
・ 今後実施予定
・ コロナの影響でできていない
・ 新改革プランに限らず病院運営全般に関する

点検・評価を実施
など


